
一般社団法人 東京都建築士事務所協会 

 

立 川 支 部 規 則（準 則） 
 

(名称) 

第１条   この支部は、一般社団法人東京都建築士事務所協会(以下｢本会｣という)立川

支部（通称：たちかわ支部、以下「支部」という）という。 

 

(事務所の所在地) 

第２条   支部は、事務所を支部長の建築士事務所内に置く。 

 

(地域) 

第３条   支部の地域は、次のとおりとする。（区域名：立川市・昭島市・国分寺市・

国立市・東大和市・武蔵村山市・日野市） 

 

(構成) 

第４条   支部は、原則として前条の地域に建築士事務所を開設している本会の正会員

及び特別会員並びに支部の事業に賛同する協力会員をもって構成する。 

 

(目的) 

第５条   支部の目的は、本会の定める目的に準ずる。 

 

(事業) 

第６条   支部は、次の事業を行う。 

（１）  本会の定款に基づく支部事業 

（２）  その他目的を達成するために必要な事業 

 

(支部役員等) 

第７条   支部に、次の役員を置く。 

      支 部 長          １名 



      副 支 部 長         若干名 

      支 部 会 計         若干名 

      支 部 監 事         若干名 

 

２   支部事業の円滑な運営を図るため、支部委員を置くことができる。 

支部事業委員   若干名 

      その他の委員   若干名 

 

３   支部に、支部顧問及び支部相談役を置くことができる。 

 

(支部役員等の選出方法) 

第８条   支部役員等は、次の方法により選出する。 

（１）  支部役員は、支部所属正会員のなかから支部総会において選出する。 

（２）  支部委員・支部顧問及び支部相談役は、支部役員会において選出する。 

２   前項により選出された支部長は、本会の会長が委嘱し、他の支部役員等は、

支部長が委嘱する。 

 

(支部役員等の職務) 

第９条   支部長は支部を代表し、支部の業務を執行し、本会の業務の執行に関して当

該ブロック代表者と連絡協調する。 

２   副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、支部長があらか

じめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３   支部会計は、支部財産の管理運営、会費の収納、そのほか支部の経理に関す

る業務を行う。 

４   支部監事は、支部の業務及び財産の状況を監査する。 

５   支部事業委員は、本部事業の実施協力と支部事業の企画運営を行う。 

６   その他の委員は、支部長及び副支部長を補佐し、支部の業務を行う。 

７   支部顧問及び支部相談役は、支部長の諮問に応ずる。 

 

(支部役員等の任期) 

第１０条  支部役員等の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度うち、最終のもの



に関する支部定時総会の終結時までとし、再任は妨げない。 

２   補充または増員により選出された支部役員等の任期は、前任者又は現任者の

残任期間とする。 

３   支部役員等は、その任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、な

お役員等としての権利義務を有する。 

４   支部役員等に欠員が生じたとき又は増員をするときは、第８条に準じて選出

できる。 

 

(支部総会) 

第１１条  支部総会は、支部所属正会員をもって構成する。 

２   支部総会は、支部定時総会及び支部臨時総会の２種類とする。 

３   支部定時総会は、毎年１回事業年度終了後２箇月以内に支部長が招集する。 

４   支部臨時総会は、支部役員会が必要と認めたとき、又は支部所属正会員の５

分の１以上から請求があったときは、支部長が招集しなければならない。 

５   支部総会の議長は、支部総会の出席者のなかから選出する。 

 

(支部総会の議決事項) 

第１２条  支部総会は、本会の定款及び細則並びにこの規則で別に定める事項のほか、

次の事項を議決する。 

（１） 支部役員の選任及び解任 

（２） 支部規則の変更 

（３） 事業報告及び収支決算等の承認 

（４） その他支部の運営に関する重要な事項 

 

(支部総会の定足数) 

第１３条  支部総会は、支部所属正会員の３分の１以上の出席によって成立し、委任状

を提出した者は、定足数に算入する。 

 

(支部総会の議決) 

第１４条  支部総会の議事は、この規則に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数

の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 



 

(支部役員会) 

第１５条  支部役員会は、支部役員及び支部に所属する本会の役員をもって構成する。 

２   支部役員会は、必要に応じて開催する。 

３   支部役員会は、支部長が招集し、議長にあたる。 

 

(支部役員会の定足数) 

第１６条  支部役員会は、これを構成する者の２分の１以上の出席によって成立する。 

 

(支部役員会の議決) 

第１７条  支部役員会の議事は、出席構成員数の過半数の同意をもって決し、可否同数

の時は議長の決するところによる。 

 

(議事録) 

第１８条  支部総会及び支部役員会の議事については議事録を作成し、保管しなければ

ならない。 

 

(支部運営会議) 

第１９条  支部運営会議は、支部事業の円滑な運営を図るために置く。 

２   支部運営会議は、支部役員及び支部委員並びにこの支部に所属する本会の役

員及び委員をもって構成する。 

３   支部運営会議は、必要に応じて開催する。 

４   支部運営会議は、支部長が招集し、議長にあたる。 

 

(支部会費) 

第２０条  支部会員は、支部総会で別に定める支部会費を納入しなければならない。 

 

(経費) 

第２１条  支部の経費は、本会からの交付金、支部会費、支部基金及び支部事業から生

ずる収入並びに寄付金品をもって支弁する。 

 



(会計年度) 

第２２条  支部の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 

(事業報告等の承認) 

第２３条  支部の事業報告、収支決算等は、支部総会の承認を得なければならない。 

 

(支部規則の改正) 

第２４条  この規則は、支部総会において出席正会員の４分の３以上の同意を経て、本

会の理事会の承認を得なければ、変更することはできない。 

 

(補則) 

第２５条  この規則の施行について必要な事項は、支部細則で定める。 

２   この規則で特に明示していない事項は、本会の定款及び細則に準拠する。 

 

付 則 

１   この規則は、本会の理事会の承認のあった日から施行する。 

（平成１０年６月１８日理事会承認） 

２   この規則は、本会の理事会の承認のあった日から施行する。 

（平成２３年５月１８日理事会承認） 


